
麻布大学学則の一部改正 

改 正 現 行 備考欄 

第1条～第8条    （略） 

 

（大学教育推進機構） 

第8条の2 本学に大学教育推進機構（以下「機構」とい

う。）を置く。 

2 機構には、次の各号に掲げるセンターを置く。 

(1) 教育推進センター 

(2) 教育方法開発センター 

(3) データサイエンスセンター 

(4) 教学IRセンター 

(5) 高大接続・社会連携プログラム開発センター 

3 機構及び前項各号に掲げるセンターに関する規則

は、別に定める。 

 

第8条の3 （略） 

 

（削除） 

 

 

 

第8条の4～第9条の4 （略） 

 

 

(職員) 

第10条 本学に次の職員を置く。 

学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、

技術職員、その他必要な職員 

2 前項のほか、本学に副学長を置くことができる。 

3 副学長に関する規則は、別に定める。 

 

 

第10条の2～第10条の7 （略） 

 

第1条～第8条    （略） 

 

（大学教育推進機構） 

第8条の2 本学に大学教育推進機構（以下「機構」とい

う。）を置く。 

2 機構には、次の各号に掲げるセンターを置く。 

(1) 教育推進センター 

(2) 教育方法開発センター 

(3) データサイエンスセンター 

(4) 教学IRセンター 

（追加） 

3 機構及び前項各号に掲げるセンターに関する規則

は、別に定める。 

 

第8条の3 （略） 

 

（地域連携センター） 

第8条の4 本学に地域連携センターを置く。 

2 地域連携センターに関する規則は、別に定める。 

 

第8条の4～第9条の4 （略） 

 

 

(職員) 

第10条 本学に次の職員を置く。 

学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、

技術職員、その他必要な職員 

（追加） 

（追加） 

 

 

第10条の2～第10条の7 （略） 

 

 



改 正 現 行 備考欄 

 
（特命研究員） 

第 10条の 8 本学に特命研究員を置くことができる。 

2 特命研究員に関する規則は、別に定める。 

 

 
第 11条～第 65条 （略） 

 

 

附 則 

この学則は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1

日から施行する。 

 

（追加） 

 

 

 

 
第 11条～第 65条 （略） 

 

 

（追加） 

 

 

 


